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参考２ 「誘導施設整備区」関連 都市計画運用指針抜粋 

第１０版 都市計画運用指針（平成３０年９月） 

Ⅳ－１－３ 立地適正化計画 

   １．基本的な考え方  

（略） 

（都市のスポンジ化への対応） 

人口減少・高齢化が急速に進む中にあっては、立地適正化計画を活用し、中長期的

な時間軸の中で、一定のエリアへの誘導施設や住宅の立地誘導を進めることが重要で

あるが、すでに人口減少を迎えた地方都市等をはじめとする多くの都市では、空き地、

空き家等の低未利用土地が時間的・空間的にランダムに発生する「都市のスポンジ化」

と呼ぶべき事象が進行しており、都市機能や居住を誘導・集約すべきエリアにおいて

も、生活利便性の低下や治安・景観の悪化等を招き、地域の価値・魅力の低下等を通

じて、コンパクトなまちづくりの推進に重大な支障となっている状況が見られる。 

このような場合には、行政として積極的な関与を行いながら、誘導手法だけでなく、 

・ 低未利用土地利用等指針、低未利用土地権利設定等促進計画、誘導施設整備区に

よる低未利用土地の集約等による利用の促進 

・ 立地誘導促進施設協定を活用した地域コミュニティによる身の回りの公共空間の

創出 

・ 誘導施設の休廃止に係る届出・勧告を契機とする行政の働きかけを通じた都市機

能の確保 

等の低未利用土地対策に関連する施策を総合的に講じ、既に発生したスポンジ化への

対処のほか、いまだ顕在化していない地域での予防的な措置など、エリア価値の維持・

向上に向けたスポンジ化対策の取組を積極的に推進することが望ましい。 

Ⅳ－２－４ 立地適正化計画に基づく措置 （略） 

 Ａ．都市機能誘導区域に係る措置 （略） 

 Ａ－４．土地区画整理事業の特例 

   １．（略） 

   ２．誘導施設整備区 

都市再生法第１０５条の２から第１０５条の４までの規定に基づく誘導施設整備区

制度は、土地区画整理事業の事業計画において誘導施設整備区を定め、空き地等の所

有者の申出に基づいて当該空き地等の換地を誘導施設整備区内に集約することによ

り、立地適正化計画に位置づけられた誘導施設を有する建築物の用に供すべき土地を

確保し、散在する空き地等の有効活用を図る制度である。 

誘導施設整備区は、都市再生法第８１条第２項第４号ロの規定により立地適正化計

画に記載された土地区画整理事業であって、都市機能誘導区域をその施行地区に含む

もののうち、建築物等の敷地として利用されていない宅地又はこれに準ずる宅地が相

当程度存在する区域内で施行されるものの事業計画において定めることができる。申
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出に係る建築物等の敷地として利用されていない宅地に準ずる宅地は、施行者が施行

地区の実情に応じて定款等で定めるものであるが、例えば、損傷の激しい家屋の敷地

や、低利用な青空駐車場などが想定される。 

また、事業計画において誘導施設整備区を定めるためには、立地適正化計画におい

て位置づけられた誘導施設を整備するのに必要な地積とおおむね等しいか又はこれを

超えるだけの地積の土地の換地が、所有者の申出に基づき誘導施設整備区内に定めら

れると認められなければならない。このため、誘導施設整備区制度を活用して土地区

画整理事業を施行するにあたっては、どのような誘導施設を、どのように整備し、そ

のためにどの程度の規模の敷地が必要なのか等について、施行者、施行地区内の地権

者、立地適正化計画を作成する市町村等とで十分に合意形成を図るべきである。 

 

 


